介護支援課総括補佐

　お待たせいたしました。予定の時刻になりましたので、ただいまから第３５回大阪府高齢者保健福祉計画推進委員会を開催させていただきます。私は本日司会を務めます、大阪府福祉部高齢介護室総括補佐のタナカでございます。どうぞよろしくお願いします。それでは、開会に当たりまして、福祉部長の井手之上からご挨拶を申し上げます。

福祉部長

　皆さんこんにちは。福祉部長の井手之上でございます。第３５回大阪府高齢者保健福祉計画推進委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆様におかれましては、日頃から本府の高齢者保険福祉行政の推進に格別のご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。また、本日はご多用にもかかわりませずご出席をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。本会の委員で障害当事者として参画いただいておりました、社会福祉法人大阪障害者自立支援協会名誉会長の樋口四郎さんが６月３０日お亡くなりになりました。ここに深く感謝し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。さて、ふれあいおおさか高齢者計画２００９も３年間の計画期間の最終年を迎えております。これまでの成果を総括するとともに、次の計画を策定する時期となりました。この間、大阪府では計画実現のために増加する認知症高齢者への対応、それから、高齢者の居場所づくりをはじめとする様々な課題に取り組んでいるところでございますけれども。今後、このような高齢者の方々を地域で支えていくためには地域包括ケアシステム、これを１日も早く構築することが必要でございます。大阪府では毎年、部局別マニフェスト、こういったものを策定しております。知事、また府民の方々にこの１年間こういうことをお約束するというようなもの、こういった性格のマニフェストがございますが。今年度は高齢者の自立した生活への支援、これをマニフェストの１つの柱として掲げております。地域包括支援システムを具体化するに当たりまして、地域包括支援センターの機能強化を図りますとともに、認知症サポーターの養成。また、地域住民による支え合い活動に積極的に展開しております市町村への支援にも取り組んで参りたいと考えておるところでございます。また、今年度策定いたします第５期の高齢者計画におきましても、高齢者を支える地域の力をより高めていくことを要として位置づけて参りたいと考えているところでございます。委員の皆様には、大阪らしい特色ある計画を策定するためにも忌憚のないご意見をいただきまして、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ、簡単でございますけれども開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

介護支援課総括補佐

　続きまして、出席いただいております委員の皆様のご紹介ですが、出席者名簿の配付をもって代えさせていただきたいと存じます。ご了承いただきたいと思います。本日は、２１名の委員の皆様にご出席をいただいております。ただ、上ノ山委員につきましては今こちらの方に向かっておられると思いますので、間もなくお越しいただけると思います。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。机の上に本日の会議次第、出席者名簿、大阪府高齢者保健福祉計画推進委員会設置要綱。それから、資料１－１といたしまして、「ふれあいおおさか高齢者桂画２００９」（２２年度）取組状況（概要版）Ａ４、１０ページでございます。それから、資料１－２「ふれあいおおさか高齢者係画２００９」の取組状況（一対一対応版）これはＡ３でございます。それから、資料１－３、第４期介護保険事業支援計画（平成２２年度）実施状況、Ａ４、４０ページになっております。それから、資料１－４、介護保険制度の運営状況について。Ａ４で２１ページのものでございます。それから、資料２－１、次期高齢者計画の策定について、Ａ４一枚になっております。それから、資料２－２、次期高齢者計画の性格、法的位置づけ、Ａ４一枚でございます。資料２－３、介護保険法改正概要、Ａ４一枚でございます。それから、資料２－４計画策定スケジュール、これもＡ４一枚でございます。それから、資料３といたしまして、平成２４年度からの市町村高齢者保健福祉計画策定指針（案）についてというのがＡ４で、２０ページで綴っております。それから、参考資料１　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針。Ａ４で６０ページほどの綴りになっております。それから、参考資料２　第３４回委員会における質疑に係る報告事項、Ａ４一枚。配布させていただいております。もし、無い場合がございましたら、お申し出いただきたいと思います。特にございませんでしょうか。
それでは、早速始めたいと存じます。それでは、これより議題に移らせていただきますが、以降の進行は髙杉委員長にお願いしたいと存じます。では髙杉委員長、よろしくお願いいたします。

髙杉委員長

　それでは始めさせていただきたいと思います。今日は、議題は大きく３つということでございます。順次議題を１番からやらせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは、議題１の「ふれあいおおさか高齢者計画２００９」の取組状況について、事務局から説明をお願いします。

介護支援課総括補佐

　それでは、事務局からまず資料１－１から１－４につきましてご説明をさせていただきます。「ふれあいおおさか高齢者計画２００９」の平成２２年度におけます取組状況につきましてご説明させていただきます。まず資料の１－１及び１－２でございます。まず、取組状況を説明させていただきます前に「ふれあいおおさか高齢者計画２００９」について簡単に説明させていただきます。この計画は平成２１年度から２３年度までの３年間を計画期間としております。基本理念といたしましては、人権尊重の社会の下、高齢者が個性と主体性を発揮し、社会の重要な一員として住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、特に、高齢者の尊厳の保持に配慮しながら支援することを謳いまして、３年間で取り組むべき保健や福祉など様々な分野における高齢者に関する施策をとりまとめたものでございます。当計画推進委員会との関係で申し上げますと、計画を策定する際、その内容について検討いただくことはもとより、各年度の進捗状況につきましても報告申し上げた上で施策推進の課題についてご検討いただいているところでございます。それでは、平成２２年度の取組状況について説明いたします。まず資料１－１をご覧いただきたいと存じます。これは「ふれあいおおさか高齢者計画２００９」の第４章に先ほど申し上げました高齢者に関する施策が掲載されております。各分野による施策は資料の１ページにありますとおり、７つの施策の推進方策に分類して記述されております。この資料にはそのうちの主要な事項につきまして平成２２年度の取組状況をまとめております。時間の関係もありますので、ここではそのうちの主なものについてご説明させていただきたいと思います。まず２ページをご覧ください。施策の推進方策１利用者本位のサービス提供の推進でございます。以降四角で囲まれておりますのは計画の本文で記載されております施策の方向性を転記したものでございます。以下が具体的な取り組みでございます。まず１の利用者支援の推進ということでございますが、低所得者の方や情報の入手に支援を要する高齢者の方が必要なサービスを受けることができるように介護保険制度、高齢者保健福祉サービス、相談窓口などについてパンフレットを活用し、きめ細やかな周知を行っております。平成２２年度はご存じですがいろいろな在宅サービスを発行しました。委員の皆様方のお手元に１部ずつお配りさせていただいておりますこのパンフレットでございます。これを２２年度作成をさせていただきました。また、後ほどご覧いただきたいと存じます。次に、適正な要介護認定の推進ということでございますが、認定調査を受ける方の心身の状態を的確に把握することが重要であることから、認定調査員に対しまして調査対象者への十分な聞き取りや日頃の状況を的確に説明できる方の同席の必要性などについて検証を通じて周知徹底を図って参りました。次に、３ページをご覧ください。相談・苦情解決体制の充実のために様々な相談窓口を設置し、また、介護相談員の資質向上を図るため、現任研修において認知症高齢者に対する理解やコミュニケーションの手法に関する講義時間を増やすなど、研修内容の充実を図りました。介護保険に関する苦情については、市町村、国民健康保険団体連合会、大阪府それぞれの機関が互いに連携し、迅速かつ適切に対応しております。次に、４ページをご覧ください。高齢障害者等へのサービス提供といたしまして、市町村の介護保険担当職員や介護支援専門員が障害の特性や障害者固有のニーズ等を十分に理解し、業務に従事する必要があるため、手引き書として「障害者の介護保険利用について」を活用した研修を行っております。次に５ページをご覧ください。サービスの質の向上につきましては、介護サービス事業法の公表と合わせ、利用者が安心してサービス事業者を選択することができるようにサービス事業者がサービスの質の評価を自ら厳正に行い、その結果を適切に開示するよう指導しております。恐れ入ります、６ページをご覧ください。サービス事業者への指導・助言につきましては、介護報酬を不正に請求するなどの悪質な事業者については指定取り消しや報酬の返還など厳正に対処しております。介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援といたしましては、介護支援専門員の質の向上を図るため、指定研修実施機関への指導・協議を通じ、介護支援専門員研修の充実に努めてきたところでございます。また、資格が５年間の更新制ということが導入されたことに伴いまして、平成２０年度から更新研修を実施しております。介護支援専門員の養成人数につきましては、平成２２年３月３１日現在で登録簿搭載者数が３７，０６６名、介護支援専門員所の講義者数が２４，５３３名となっております。続きまして８ページをご覧ください。施策の推進方策２　地域におけるケア体制の推進でございます。まず、福祉サービスの推進といたしまして、街かどデイハウスでございます。街かどデイハウスにつきましては市町村にその積極的な実施を求めるところであり、その実施個所数は平成２３年３月末現在で政令市、中核市を除く２４市町で１１０ヶ所でございます。平成２３年度からは地域福祉子育て支援交付金の高齢分野を創設し、地域の実情に即して居場所作りに取り組む市町村の支援を行っております。次に、地域包括支援センターと地域における社会資源の充実につきましては、地域包括支援センターが機能を十分に発揮できるようセンターの職員を対象に認知症対応、高齢者虐待対応等についてのスキルアップを目的とした研修を実施しております。次に、９ページをご覧ください。地域福祉の推進といたしまして、住民に最も身近な市町村が地域の実情に応じて自主的に地域福祉の推進や子育て支援の充実に資する事業を実施することができるよう平成２１年度に創設した地域福祉子育て支援交付金によりまして、コミュニティソーシャルワーカーの配置を進める市町村を支援しております。また、独り暮らし等の在宅の高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、助け合い活動等を行う市町村に必要な支援を行うとともに、大阪府社会福祉協議会、老人施設部会が実施いたします社会貢献事業と連携するなど、地域における支援体制の整備に努めております。次に、身近な相談体制の構築といたしまして、地域包括支援センターを中心として身近なところで気軽に相談できる体制の構築を図るとともに、利用者の状況に十分な対応ができるよう市町村に対して助言しているところでございます。また、今後、地域で課題を抱えた高齢者をサービスにつなげていくなど、よりきめ細やかな相談体制の確立を目指し、地域包括支援センターを中心とし、民生委員などの地域資源との相互連携の促進について助言するとともに、介護相談員の地域包括ケアへの展開などについて市町村に対する働きかけを行っております。続きまして、１０ページをご覧ください。災害時における高齢者の支援といたしまして、平成２３年３月末現在で要援護者対策の基本的な方針、対象範囲、情報収集、共有の方法など、災害時の取り組み方針を明らかにした全体計画を２９の市町村が策定済みでございます。今後、すべての市町村で計画が策定されますよう引き続き働きかけていきますとともに、個々の要援護者ごとに避難支援等が行えるよう市町村の支援を行ってまいります。次に１１ページでございます。施策の推進方策の３　高齢者の安心ある暮らしの実現でございます。まず、高齢者の居住人数に対応した住宅の整備につきましては、府営住宅では建て替えに当たり、段差の解消とバリアフリー化したあいあい住宅の供給を行っています。また、既設の府営住宅におきましても、室内段差の解消、エレベーターの設置等を推進しています。民間の賃貸住宅につきましては、高齢者の居住の安定の確保に関する法律に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録情報を広く提供することにより、高齢者の居住の安定を図っております。それから、次に雇用就業対策の推進といたしまして、高齢者が就業意欲に応じて働き続けられるようジョブプラザ大阪において相談・カウンセリングから各種セミナーの開催、就職支援情報の提供、職業紹介まできめ細やかな就職支援サービスの提供を行っております。次に、１３ページをご覧ください。施策の推進方策の４　健康寿命の延伸に向けた施策の推進でございます。まず、健康作り、生活習慣病予防等の推進につきましては、大阪府健康増進計画を策定し、７つの重点行動分野ごとの目標達成に向け、様々な健康作り事業に取り組んでおります。また、平成２０年８月に大阪府がん対策推進計画を策定し、がん対策の三本柱である予防の推進、早期発見、医療の充実の取り組みを進めております。次に、介護予防の効果的な推進につきましては、高齢者の介護予防と自立支援が図られるよう大阪府介護予防標準プログラムを開発し、市町村への普及を図っております。次に１４ページをご覧ください。３　シニアの社会参加への支援につきましてでございます。高齢者の生き甲斐の実現と活力ある地域社会の実現のため、シニア層に対し人材の発掘、養成、社会参加支援までの事業を推進してまいります。一生続けられるボランティア活動の魅力をＰＲする出前講座や、大阪府立大学と連携したシニア向けの短期講座など、様々な事業を行っております。次に１５ページをご覧ください。老人クラブ活動への支援といたしまして、レクリエーション活動や教養の向上、独り暮らし高齢者等への友愛訪問等の活動に取り組んでおります。平成２０年度から大阪府老人クラブ連合会に若手や外部委員等で構成する若手委員会を設置し、活性化策を検討しております。次に１６ページをご覧ください。生活困難な高齢者のための施設整備の推進ということで、１の施設整備の推進といたしまして、介護保険施設については高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域密着型施設を中心に必要な施設の整備を推進して参ります。また、利用者１人１人の個性や生活リズムを尊重する個室ユニットケアは、認知症高齢者のケアに有効な方策と考えられますことから、介護保険施設の整備についても個室ユニットケア型施設の普及に努めております。次に１７ページをご覧ください。高齢者の尊厳への配慮でございます。まず１の高齢者虐待防止の取り組みにつきましてでございます。市町村や地域包括支援センター等への技術支援として専門相談窓口を設け、相談に応じるとともに、必要な場合には保健師、弁護士、社会福祉士を市町村に派遣し、スーパーバイズを行っております。また、高齢者虐待防止の実務に携わる市町村や地域包括支援センターの職員に対しまして研修を実施し、さらに、虐待事例を点検し、市町村自らの取り組みの改善につながる手法である評価ガイドをいくつかの市町村においてモデル実施し、評価検討を行っております。次に、施設等における身体拘束ゼロに向けた取り組みでございますが、高齢者虐待防止法を受けまして、身体拘束ゼロのための行動計画を策定し、すべての施設において身体拘束ゼロを推進するための指導を行っております。次に、高齢者の孤立死亡死でございます。人間関係の希薄化により、高齢者の孤立死が年々増加していることから、日常の見守り活動の体制作りと専門職へのつなぎを強化するため、平成２０年度に情報システム地域安心システムを開発し、現在では６市、大東市、阪南市、箕面市、柏原市、羽曳野市、泉佐野市において導入をされております。次に１８ページをご覧ください。認知症高齢者対策の推進につきましては、認知症に対する正しい理解が深まるよう普及啓発に努めており、全国で展開されている認知症サポーター百万人キャラバン事業と連携して、認知症の正しい理解の啓発を行っております。また、認知症介護の質の向上を図るため、高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、体系的な研修を実施しています。地域支援ネットワークの構築といたしましては、認知症高齢者の早期発見、早期対応を図るため、認知症サポート医制度を活用し、認知症サポート医やかかりつけ医への研修を実施することにより、地域における認知症医療支援体制の構築を図っております。次に１９ページでございます。大阪府後見支援センター（あいあいねっと）におきまして、認知症高齢者等の権利擁護に関わる専門相談を実施するなど、課題解決を図っております。また、自立した生活を支援するため、日常生活自立支援事業を実施する市町村社会福祉協議会等に対する支援を行っております。さらに、市町村に対して成年後見制度の普及啓発や市町村長申し立ての活用を助言するなどの支援を行っております。次に２０ページをご覧ください。７の介護保険制度運営に関する支援・助言でございます。まず、介護保険制度運営に関する支援・助言につきましては、介護保険制度が円滑に運営されますよう保険者共通の課題の的確な把握・解決に努め、また、必要に応じ国に提言・要望を行っております。次に、介護給付適正化に向けた取り組みへの支援につきましては、大阪府介護給付適正化計画に基づきまして、保険者は適正化事業に取り組んでおられますが、大阪府介護給付適正化計画評価検討会では、こうした取り組みが円滑に、また、効果的に実施されるよう支援策等について検討を実施しております。また、２２年度にはケアプランの点検及び縦覧点検研修を行いました。主要な事項の進捗状況につきましては以上のとおりでございます。紹介させていただきました項目以外につきましては、資料１－２Ａ３版でございますが、の１対１対応版というのを作っております。施策の推進方策ごとに計画量の記載内容と取り組みの状況、課題及び今後の方向を１つずつ記載しておりますのでまた、後ほどご覧いただければと考えております。続きまして資料１－３第４期介護保険事業支援計画平成２２年度実施状況についてということでご説明をさせていただきます。この資料は「ふれあいおおさか高齢者計画のうち介護保険事業支援計画として位置づけられる介護サービス料の見込みについて平成２２年度の実績をとりまとめたものでございます。時間の関係で主なところだけ説明させていただきます。２枚めくっていただきまして、１ページをご覧ください。ここに要介護認定者数の状況がございます。第１号被保険者数。６５歳以上の高齢者の総数ですが、２３年３月末現在で約１９４万４千人となっております。これは計画による予想人数１９６万６千人と比べると９８．９％でほぼ計画とおりとなってございます。要介護認定者数は同じく３月末現在で１３７万６千人。計画と比べると１０１．８％とこれも計画を上回る実績となっております。次に、要介護度別でございますが、計画を上回っておりますのは要介護度５の１１１．０％。次いで要支援１の１０７．５％、要介護１の１０４．５％、要介護２の１０３％となっております。一応要介護３は９０．３％と計画よりも低くなっております。次に、介護保険サービスの受給者数は、同じく３月末現在で約２９万５千人となっております。計画と比べますと１００．１％でほぼ計画とおりとなっております。また、この数字から実際に介護保険サービスを利用しているのは要介護認定を受けた方のうち約８割ということになるということが分かって参ります。次に２ページをご覧ください。この表はサービスごとの提供実績を表したものでございます。２ページは要介護の方を対象にしたサービスでございます。次のページ３ページは要支援の方を対象とした介護予防と地域密着型介護予防サービスをまとめたものでございます。まず２ページの方からご説明させていただきます。サービスの提供料につきましては、サービスごとにカウント方法が若干異なります。２２年度実績の欄で※がついているサービスは表の下の注意書きにございますように月平均の値、または２３年３月の実績ということで掲載をさせていただいております。表の１　網掛けの部分をご覧いただきたいと存じます。様々なサービスの提供状況を費用として積み上げ、年間の計画と比較いたしました。居宅サービス費は計画比１０３．１％とほぼ計画とおりということでございます。サービスごとで見ますと、訪問リハビリテーションは２２８．３％と計画の倍となっております。また、居宅療養管理指導は１１３．６％。これもやはり計画の１０％以上上回っております。一方で、短期入所療養介護は８０％台でございます。訪問リハにつきましては在院日数の縮減や平成２１年４月の報酬改定によりまして１日単位ではなく、サービス提供時間に応じた評価に見直されたことなどの影響と考えられます。平成２１年度においても計画比２０３．４％と同様の傾向となってございます。次に、地域密着型サービス費でございますが、網掛けの部分を見ていただきますと、７５．５％と計画を下回ってございます。各サービスを見ましても、認知症対応型通所介護が１０７．１％、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームが８４．９％以外はかなり低い状況でございます。これは規模が小さいことから採算を確保することが難しく、新規参入希望が少ないためと考えられます。こういった状況に対しまして、大阪府では高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう国の緊急基盤整備事業の活用、市町村への必要な情報提供、助言などによりまして、地域密着型サービス提供基盤の円滑な整備を推進して参りたいと考えております。次に、施設サービスにつきましては、網掛けの総費用で計画比９３．７％となってございます。サービスごとに見ますと、指定介護老人福祉施設は９６．４％、介護老人保健施設は９３．４％、指定介護療養型医療施設が８３．８％となっております。指定介護療養型医療施設につきましては、この時点では療養病床の再編成の影響で減少しておりますけれども、今般の介護保険法の改正によりまして介護療養病床の廃止期限が平成２９年度末まで延長されたことから、今後療養病床の転換に影響が出てくる可能性が考えられます。大阪府といたしましても今後の動向に中止して参りたいと存じます。次に３ページをご覧ください。真ん中下辺り網掛けの部分でございます。介護予防サービス費は計画に対しまして９２．６％となっております。計画にしまして９割以上となっておりますが、４期計画におけます介護予防サービスの計画値は普及していなかった第３期の利用実績をもとに策定しておりまして、サービスの量としては決して利用が多いというものではございません。各サービスで見ましても、介護予防訪問リハ、介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与を除くと、計画に比べまして低い値になってございます。なお、介護予防訪問リハにつきましては先ほどの訪問リハと同様に在院日数の縮減や平成２１年４月の報酬改定によりまして１日単位ではなくサービス提供時間に応じた評価となりましたので、平成２１年度と同様の傾向となってございます。また、地域密着型介護予防サービスには３５．９％低い値になっております。実績としては徐々に増えてはいるんですけれども、計画と比べますとまだまだ利用が進んでいないという状況でございます。以上の予防給付費全体では計画比９１．９％となってございますけれども、大阪府といたしましては引き続き今後の課題であると認識しております。これらすべてを合計いたしました総給付費は計画比９６．９％という状況でございます。なお、資料１－３の４ページ以降はさらに細かいサービス別、要介護別の状況ですとか圏域別、市町村別の詳しいデータでございますので、説明は省略をさせていただきたいと思います。最後に資料１－４　介護保険制度の運営状況につきましてご説明させていただきます。この資料は介護保険制度の運営状況につきまして、または直近の状況や制度創設時の比較について表したものでございます。先ほどの１－３の資料は介護保険サービスをサービスごと、市町村ごとに積み上げたものですけれども、この資料はもう少し大ぶりいたしましてさらに最近の傾向が分かるようにしております。もう時間の関係で特徴的なものだけ紹介させていただきます。１ページでございますが、第１号被保険者数は平成１２年の制度当初には１２８万８千人でございましたが、今年の４月末では１９４万４千人ということで１．５倍に増えております。それから、要介護・要支援認定者数は平成１２年の１２万人から直近では３７万８千人と３．１倍となっております。認定者数が被保険者数を大きく上回って増加しているのは高齢化が進んでいるということと、それから、介護保険制度が定着してきたと考えられます。つぎに、３ページをご覧ください。こちらは介護保険サービスの受給者の状況でございます。総数では平成１２年の６９，０００人から今年の３月時点で２９６，０００人ということで４．３倍となってございます。サービスごとでは平成１２年では居宅サービスが４６，０００人、施設サービスが２３，０００人、その比率は約７対３でございました。今年の３月では居宅サービスは２３６，０００人、数は約５倍となっております。施設サービスは４７，０００人で約２倍となっております。居宅と施設の比率は８対２ということで、居宅の割合が多くなってきております。なお、地域密着型サービスは平成１８年に創設されたサービスでございますが、今年３月で全体のうちの４％ということでまだまだ低い状況でございます。その状況を下のグラフで表しております。また併せてご覧ください。続きまして４ページでございます。上の１－１の表は介護にかかる総費用の実績でございます。合計額は制度当初では約２千億でございましたが、平成２１年度では約４７００億（約２．３倍）となっております。サービスごとでは居宅サービスは制度当初と比べまして３．９倍、施設サービスは１．３倍となっております。これもやはり居宅サービスの方が大きく伸びていることが分かります。次に、５ページでございます。今度は１カ月当たりの保険給付の推移でございますが、制度当初は居宅サービスが２８億９千万円、施設サービスが６６億７千万円でその比率は３対７でございましたが、今年３月では居宅サービスの方は約８倍になりまして２４４億円、施設サービスは約２倍の１２８億円ということで、比率は居宅サービスが６、施設と地域密着で４と逆転しております。これもグラフの方で推移が分かっていただけるかと存じます。次に７ページをご覧いただきたいと存じます。今度は給付費を受給者１人当たりに直したものでございます。居宅サービスの場合は平成１２年が約６万円でございましたが、今年３月では１０万円となっております。施設サービスは平成１２年が約２９万円でございましたが、２７万円に減少になっております。これは、平成１７年１０月から食費、居住費といういわゆるホテルコストといわれるものが保険給付外となりまして、自己負担になったための影響と考えられます。なお、施設サービスの支給額は制度当初居宅サービスの約４．６倍でしたが、今年３月では約２．６倍となっております。こういった居宅サービス事業者や介護保険施設の指定状況等各種データを載せておりますが、またその状況は別途ご参照いただきたいと存じます。大変長くなりましたが、状況につきましてご説明をさせていただきました。以上でございます。

髙杉委員長

　ありがとうございました。大変膨大なる資料の説明でしたが、昨年の実績ということでのご報告でございました。これに関しまして何かご質問、あるいはご意見がございましたら、お聞きしたいと思います。どうぞ挙手を挙げてよろしくお願いします。何かございますか。非常に伸びてる部分とそうでない部分が、計画上から言えば出てきたということで。ご質問なければ次の計画にこういった部分がどういうふうに反映されるかということにはなりますが、なかったら次に進めさせていただいて、次の議題に。じゃ、東野さん。

東野委員

　東野です。よく分からないんですけどね。委員の先生方に教えていただければ良いと思うんですが、介護保険がスタートして１０年経って。この間ずっと施設サービスを抑制しながら居宅サービスを伸ばしてきたという状況ですよね。数字もそういう実態になっています。それはそれで基本的には良かったんだろうとは思うんですが。本当に居宅サービスで介護ニーズ、あるいは地域の生活、尊厳ある暮らしというものが保障されているのかどうかというところがなかなか見えてこないんですね。次に地域包括ケアシステムというものが新たに出てきて、システム化していこうということになってるわけですけど。この１０年間のその評価というか、というものをきちっとしていかないと。次に議論されていく地域包括ケアシステムがどういう代物で、本当に高齢者の暮らしがどうなっていくのか、地域での暮らしがどうなっていくのかということが見えてこないんですね。基本的には、方向としては良いと思うんですが、実態として果たしてどうなのかということを少し議論が要るのかなと思っていますので。できたら、実態はこうやでという意見がございましたらお教えいただきたいなと思います。

髙杉委員長

　数字上ではこうなっているので、委員の方で実態として体験というか、感想も含めて何か感じておられる部分があったらお聞きしたいという東野委員からのご要望ですが。これに対して何か、委員の人で実際にやってみて。居宅・居宅という方向に行っているけれども、実態として本当にサービスを受ける人にとってそれで満足できる方向に向かっているのかどうかと。こういう部分での感想はどうかというご意見でございますが。それじゃ、もし事務局、それに対して何かありましたら。

介護支援課課長

　すみません、介護支援課長の小森でございますが。先ほどの施設から居宅というお話の中で、そういった実態が社会ニーズに合致しているのかという点であろうかと思います。これまで、確かに施設がかなり頼られて介護の世界でもたくさんの方が入居いただいているというのが実態でございます。その中で、私個人の経験及び施設を見てる等々のご意見も入れさせていただきますと。やはり、施設に入られると刺激のないお暮らしになるという点の中で、認知症というものが進みやすい状況になっておるのかなと。これは個人的な感想も含めてそう思っております。国の方はどういう流れかと言いますと、やはり高齢者になられても、また介護が必要になられても、残された持てる力で社会参加をしていただく。そういうことが、やはり本人にとっても最も良いという形で。それを、足らないところを地域でサポートをしていく。そういう流れの中で居宅サービスというのがある。これは参加型社会保障ということで国は言っておりますけれども、そうした流れの方向性にあると。われわれ、昨年度意識調査をいたしましたが、やはり圧倒的に多くの方が介護になっても住み慣れたところで住みたいというふうな、こういう意向を持っておられますので。われわれといたしましては、感想も入れましたけれども、施設入居の方からやはり居宅で生活できる限りにおいては居宅サービスの推進ということを進めていくのが方向性かなと感じておる次第でございます。以上です。

髙杉委員長

できるだけ家族もいる居宅で生活したいという気持ちはそのとおりだろうと思うんですが、実態としてなかなかそうも行かないという部分の中で、じゃあ施設はと言われても施設はなかなか入れてもらえない状況があるのかどうかとかね。そういうふうな部分での、今、行政としての方向性。これは方向性当然ながらわれわれも業とするんですが。そこの中で落ちこぼれる人が、どういう格好で救えるかということの実態として、何か研究されている人が委員の中にいらっしゃればご意見を聞かせてもらえればと思うんですが。では、白澤委員。

白澤委員

　現場の先生方のお話をいただくのは良いんだろうと思うんです。現実に今、高専賃とか住宅型の有料老人ホームが急激に増えているわけですね。現実にはそこに多くのお年寄りが流れていってる。なぜ流れていっているのかというと、やはり老人ホームに入りたいけど入れないという現実があるからだろうと。２年前に国が調査して４２１，０００人でしたか、待機があると。いろんな要素はあるんだろうとは思いますが、ずいぶんそういう待機がある。そういう意味では、やはり少ないんだろうと思うんですね。また、そういうところに経済的に高専賃とか、有料老人ホームには入れないお年寄りもいるという実態。そういうことで、僕は来年から始まる１６万人の前倒しで特養をつくっていくというのは、それなりに期待すべきことがあるんじゃないかと思ってるんですね。ただ、これはぜひ、先ほど大阪府の部長さんからのお話が出たわけですが、決して施設志向だということではなくて。じゃ、本当に地域包括ケアという形で地域で支えられるという議論が、僕はやはり国もほとんどなされてないと思うんですね。２４時間型の議論であったり、複合型のサービスというメニューの議論をしているけれども。地域でお年寄りが住むための包括ケアというのはどうしていくのかというのは、ほとんど議論はないんじゃないかと思うんです。当然、そこには地域包括支援センターが中心にはなると思うんですが、地域の非常にインフォーマルないろんな団体がどう関わりを持って、いろんな専門団体がどう関わりを持つ。そういう仕組みを作り上げていくのかということが問われてるんだろうと思うんですが。ぜひそういう意味では、今、東野委員の質問の中で、大阪府の計画の中で大阪の様々な市町村が地域包括ケアを進められる、そういう支援のできる計画を作っていただきたいというのが私の要望でございます。

髙杉委員長

　ありがとうございました。じゃ、黒田委員、よろしくお願いします。

黒田委員

　前回私が質問した地域支援事業に関する実績についても、府下の市町村がどういうふうに取り組んでいるかが分かるようなまとめを、これからしていった方が良いんじゃないかということですね。地域包括ケアということがこれから目標・キーワードになってきたわけですけれども。それを進めていくためにも、介護保険の給付サービスについてはこの資料１、３、並び市町村ごとのデータがあるわけですけれども。それ以外の、例えば介護予防事業や包括的支援事業や任意事業についての取り組みがどうなってるかというようなことも、目に見えるような形にしていただけるとありがたいと思ってます。前にも言って、その後いろいろ、また個別に資料も見せていただいたりしたんですけれども。これから次の計画に向けてそういう資料収集の仕方だとか、それを府下の市町村にどうフィードバックしていくかということを併せて考えていただいた方が良いんじゃないかと思います。

髙杉委員長

　はい、川合委員、どうぞ。

川合委員

　今、東野さんが非常に多分析の必要な、表現させていただくとエモーショナルな、数字ではちょっと出しにくいんですね。多次元に渡ることを評価しなければいけませんので。確かに施設から在宅が良いのかと。金銭的にもいろいろありましたけれども。ただ、私は国の審議会でも嫌味なことばかり言って嫌われ者でしたけれども。今、お話のあった方々の中で１つ、私川合秀治個人ではなくて老人保健施設の代表として、一言申したいと思います。まず１点。事務局がおっしゃった説明の中で、施設に入ると認知症が進むとおっしゃったことが真意か否か、心をはっきりしてお答えいただきたい。全例が全例とは申しませんけれども、老健は少なくともいろんなサービスを提供していますから。認知症に関しては良くなったというデータが、・・事業としても全老健で出しています。それと、白澤先生がおっしゃった４２万人というのは、これは国の審議会でも申しましたけれども、介護保険以前のデータであるならば私はそうかなと思いますが。介護保険は建前とはいえ、自由登録制です、希望制です。そういう時に最高で６ヶ所エントリーした人があると、全国統計で出ています。そういう中で、今から３週間前の新聞報道では、特養に対する緊急入所は厳密に２万人だと。４２万人ではないと、希望は４２万人出てるけれども、という新聞報道がありました。どこがニュースソースか分かりません。というようなことから考えますと、私、先ほどの、ちらっと思ったんですが、昨年末介護保険部会でしたか、介護給付費分科会でしたか、どちらか忘れましたけれども、両方からご本人とご家族と、両方どちらが良いかというアンケートを採って公表してるはずです。このデータも私、忘れてしまいましたけれども、手に入れられるならご開示いただきたいと思います。以上です。

髙杉委員長

　今の中でアンケート、このデータの部分、ございますか。

介護支援課課長

　まず、アンケートの部分について、ちょっと手元にもございませんので。先ほどの私の、老健にお入りになった方で認知症の方に改善があるというお話をいただきました。申し訳ないことでございます。私も詳細なデータの中で、先ほどの言葉を発したわけではございませんでして。私の視察等の時に、たまたまそのような場面があったということでございまして、一般的にそういうことではございません。確かに老健さんにあられましては、社会復帰のための施設というところで、いろいろ頑張っていただいておりまして。そういう意味では改善の面が多々あろうかと感じております。先ほどの失言に対しましては訂正と謝りを申し上げたいと思います。以上です。

髙杉委員長

　これからきちっとした計画を作るにあたって分析、あるいは反省を含め、それから、またデータの取り方、こういう部分でのご意見いろいろございましたが。他にございませんか。

谷口委員

　よろしいですか。個人的なんですけれども、現在、私は小規模・多機能に母を預けて在宅で、居宅で看ております。介護度５の実母９５歳で、独居。それで認知症です。もう寝たきりなんですけれども、やはり、以前に保健師さんの話を十何年前に聞かせていただいて。その方のお話では、年行かれた方がご近所の方たちの、やはり困られて独居で住んでおられて、そういうところ。その頃はあまり施設もありませんでしたので、たぶん精神病院の施設だと思うんですけど、入られて。坂道を転げるようにどんどん状態が悪くなられて。娘さんが飛んでこられて、もう私はここで母と住みますと言われて在宅で看られるようになって。もう見違えるようにお母さんが元気になられたという話を十何年前ぐらいに聞きまして。私は、その頃母はまだ認知症の初めだったんですけど、とてもその時に、私は決心しました。そうしたら、母がやはり１人でいるんですけど、在宅で私は看たいと、ずっとそれから思っていましたので。今は近いので泊まって介護してます。それで、介護保険ではショートとデイサービスが同時に使えないので。もうショートを使うのを、やはりショートに行きましたら状態が悪くなりまして、もう私は二度と使いたくないと、その時も思ったんですが。小規模・多機能を見学に行きまして、これはショートとデイが両方使えるんだと思って、そこに替わりました。３年ほど前です。豊中市は今、次々と小規模・多機能ができていまして恵まれております。それで、実際使わせていただいて。私は本当にこういうのが各校区に１つ、地域で暮らすお年寄りのためにできたら良いなと思うんですが。なかなか他市に聞きましても、無いのが現実のようです。それで、小規模・多機能はやはり、今、いつでも泊まれるんですが、今、週１回、１泊ずつを２回、週２回、何とか泊まれてます。それで、小規模・多機能も今、なかなか、私もこういう点は良くないなと思うこともあって、そういうのはどんどん話し合いしてるんですけれども。感心するのは、やはりお１人の老人を看ておられる時は鍵を預かっておられて、夜中でも駆けつけて、救急車呼ばれて、こないだもそんなんありましたとか。それから、病院で看ないで在宅で看取りたいんだけれども、家では看れないと。そうしたら、小規模・多機能で看ましょうと。お医者様に来ていただいて、そこで最後の延命をしないで静かに亡くなられたという話も聞きました。そして、私は病院とかも多機能なので本当に一切お金を取られないのも、ああ全部含まれているんだな、ヘルパーさん派遣も皆費用も要らないんですね。全部使えるので、これは運営が大変だなと思ってるんです。それで、やはり私は最近気になったのが、同じシーツ・同じ布団・同じ枕カバー・それが気になりまして、そこをとても気になったんですね。他の方も寝られるんじゃないか。やはり多機能だから昼寝の方も使われるし、それで私は考えて、マイシーツ・マイ布団・マイ枕カバーをこないだから持たせるようにしました。そうしたら、私の衛生面の心配もそれで少し良くなったと思うんですけど、向こうの人は多機能でいろんなすることが多くて、そこまでできないんですね。だから、その辺が多機能の問題点だなと思うんですけど。やはり、こういう在宅で看る者にとったら、本当に小規模・多機能は助けてもらえる施設だと思いますので。こういうのがあっちにもこっちにもできたら良いなと思っております。ありがとうございました。

髙杉委員長

　ありがとうございました。かなり時間が押しておりますので、最後にもしご意見があったらまた聞かせていただくということで。議題２に進ませていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。それじゃあ、第２の議題について事務局から説明をお願いします。

介護支援課長

　続きまして、資料２についてご説明申し上げます。
介護支援課課長補佐

　はい、続きまして資料２についてご説明申し上げます。インデックスは２となっていますけれども、この２の中に１から４までございます。ここで説明させていただきますのが大阪府の次期高齢者計画の策定についての方針ということでございます。まず資料２－２のほうをご覧いただきたいです。ページが打ってありますが３ページでございます。次期高齢者計画の性格それと法的な位置づけということでございます。都道府県は介護保険法及び老人福祉法に基づきまして介護保険事業支援計画と老人福祉計画これらを一体的に作成するということが義務づけられております。これに加えまして大阪府におきましては老人保健事業、老人保健法というのがありましたとき、これは高齢者の医療を確保する法律ということに形は変わっておりますけれども以前老人保健法というのがありましたときの保健事業を合わせまして老人保健福祉計画としてこれまで作成をしてまいりました。次の計画におきましてもこれまでの計画を踏まえまして同様に老人保健福祉計画という形で作成するということで考えております。ページ数で言いますと４ページになりますがもう１枚めくっていただけますでしょうか。この資料の真ん中から下のところに（２）がございます。ここでは市町村の計画と府の計画の関係が示されております。一番下の点々のところをご覧ください。まず国がこれから策定する計画の大きな方針、指針として示します。市町村の計画も大阪府の計画もこの指針に基づいて作成をするわけですけれども、この国の指針の中で都道府県は地域の実情に応じた方針というのを定めるようにしなさいということになっていまして大阪府としましても府の指針というのを別途定めます。これは後ほど３つ目の議題として出てまいります。市町村さんは、国の指針と府の指針を踏まえましてそれぞれの市町村計画というのを作成いたします。大阪府は国の指針を踏まえまして大阪府の計画を定めます。この市町村の計画と大阪府の計画は中身的に関連してまして市町村の計画における積み上げたサービス料であったり業務の内容であったりそういったものが大阪府の計画として資料の中身になったり、また大阪府として市町村を支援する中身になったりということで相互に関連して計画というのを作っていくということになります。次は５ページをご覧いただきたいです。資料２－３となっています。今回この計画を作るに当りまして一番ベースになります介護保険法これが改正されておりますので前回も若干触れさせてはいただきましたけれども現時点ではすでに法律が成立し公布もされております。その中身を若干復習したいということでお時間をいただきたいと思います。介護保険法は６月１５日成立いたしまして２２日に公布されております。ほとんどの部分は来年の４月施行ということになっております。この改正の趣旨でございますが、太い線で囲っているところでございます。高齢者が地域で自立した生活を営めるように医療・介護予防、住まい、生活支援サービスとこういったものが切れ目なく提供される地域包括ケアシステム。こういったものの実現に向けた取り組みを進めていくというものでございます。特徴的なもののみご説明申し上げますと、１番目の「医療と介護の連携の強化等」というところにございますが。まず①にありますように地域包括ケアというのを推進していくんだということを法律で定めました。そして国と地方自治体の責務と位置づけております。その地域包括ケアを進めるに当っては②にありますように日常生活圏域ごとにニーズを把握してそれに基づいて計画を作るんだと。そのために新たなサービスといたしまして先ほどもお話出ておりましたけれども２４時間対応の定期巡回通知対応サービス、また複合サービスを新たに創設するということになっております。これの関連でございますが⑤「介護療養病床の廃止」これは２４年３月末であったものが６年延期ということになりました。大きな②でございます。「介護人材の確保、サービスの質の向上」と。ここで①にありますとおり介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員による痰の吸引等の実施を可能とすると。そのための研修というのを都道府県が実施するということで今準備が進められております。大きな３「高齢者の住まいの整備」。これにつきましては、有料老人ホームにおける前払い金の返還に関する利用者の保護規定。こういったものが新たに追加されております。４つ目が認知症対策の推進でございますが、これは従来から市町村・大阪府それぞれ進めてきておりますけれどもそういったものをきちんと計画に位置づけて推進をしていくということになっております。５番目は「保険者による主体的な取り組みの推進」ということで、介護保険の事業計画それと医療サービスとか住まいに関する計画の調和を図りながら計画的に進めていくということになっております。６つ目が「保険料の上昇の緩和」ということでございますが、これは現時点でも来期の保険料というのが５０００円を超えるという試算がされていますがそれを少しでも抑えるために都道府県に設置されています財政安定化基金を２４年度に限って取り崩せるという条文になっておりまして、それで取り崩した金額でもって介護保険料の軽減に当てるというシステムになっております。この介護保険法の改正につきましては、端的に言いますと今たくさん説明はさせていただきましたけれども結果的に大きな制度改正というのはほとんど見送りになっておりまして地域包括ケアシステムの構築のため新サービスを創設するということと、また保険料の上昇に対応するための安定化基金の取り崩し。こういったことが中心になっております。それでは資料一番最初２－１をご覧ください。今後の計画の策定についてでございますが、まず国が示す指針でございます。太い線で囲っているところでございます。基本的な事項について記載があります。細かい部分につきまして本体は参考資料の１ということで少し大部になりますけれどもお配りをさせていただいております。主要な点のみ説明をさせていただきます。基本的事項といたしまして、その理念は地域包括ケアシステムを構築するということでございます。そのためには日常生活圏域におけるニーズを把握し計画を策定するということとなっております。これに加えましてここに計画に記載すべき４つの事項、重点的事項としての４つの事業が国の指針として示されております。一応任意ということにはなっておりますけれども、これはやはり地域の実情に応じて地域主権ということに配慮しての任意ということで恐らくここに書いてあることというのは都道府県も市町村においても必ず取り組まなければならないことになるんだろうなというふうに考えております。それは、①の認知症支援策です。それから２つ目の医療との連携方策。３つ目が高齢者の住まいに関する連携方策。最後が介護保険外の生活支援サービスと。この４つについては計画に記載してくださいねということになります。大きな２といたしましてこの次期計画の位置づけと期間ということでございますが、まず期間につきましては平成２４年度から２６年度の３カ年ということになります。現計画が今年２３年度が最終年３年目ということになりましてこれを引き継ぐ計画ということになります。その計画は、これまでの計画ですね３期、４期を引き継ぐ５期ということで平成２６年というのがこれまでも３期であったり４期であったりしてもう１つの目標として設定されておりました。これは、団塊の世代の方が高齢者になると。その年数が平成２６年・２７年あたりにくるということでそれまでに介護保険なり高齢者福祉の基盤整備を進めていこうということで２６年度を目途にしておりましたので、今度の第５期というのはその最後の仕上げということになります。それともう１つ、２つ目の②のところに書いてありますけれどもこの団塊の世代の方が高齢者になってさらに５年、１０年経ちますと次は後期高齢者になっていかはります。そうするとやはり高齢化のピークというのがいずれ訪れるわけですけれども、それまでの間に地域包括ケアシステムを構築していくんだと。第５期はそのためのスタートにもなるんですというのが国の示す位置づけでございます。これを踏まえまして府の計画としてローマ数字のⅡのところでございます「計画の策定の意義」でございますけれども。まず平成２６年、府民のほぼ４人に１人が高齢者になると予想されております。この高齢化また少子化の進展に対応していくということが必要であります。先ほども申しましたがこれまでの計画の理念、考え方を引き継ぐとともに今後の地域包括ケアシステムのための取り組みというのを進めていくということでございます。その際基本的な理念というのは先ほどから説明させていただいています地域包括ケアシステムの構築を目指すと。そのための基本的な視点としまして４つ挙げています。まず人権の尊重、それから利用者本位の施策の推進、地域包括ケアシステムの構築、市町村による主体的な施策展開と府との連携強化と。こういった視点で今後府としては計画を策定してまいるということでございます。具体的なスケジュールでございますが、資料の６ページ目でございます。２－４をご覧いただけますでしょうか。Ａ４横になっておりまして一番右側が大阪府の部分でございます。真ん中が市町村、一番左側が国と。国のほうでは、すでに法改正をされましたと。今後、計画策定に必要な資料とかが国のほうからまた出てくるということになっております。大阪府のところでございますが網掛けの部分ですね。「第３５回計画推進委員会（８月１日）」ということで本日でございます。通算では第３５回になりますが今年度第１回目ということです。ここで市町村計画の策定指針の案、今後の作成の方針についてご検討いただいた上でそれでＯＫもしくは修正ということになりましたら必要な修正をしました上で市町村さんにお示しをすると。実際に計画の策定に取りかかっていただいて、また大阪府の計画についても各部局のほうで作成をいたしましてこの１０月を１つのめどとして取りまとめを行います。それで、３６回のこの委員会におきまして骨子案というのをまとめたいと思っております。そこでいただいた意見などをもとに、さらに修正を加えまして今年の末１２月に高齢者保健福祉計画の素案を取りまとめいたしまして、年明けにはパブリックコメントを実施いたしましてそこでいただいたご意見なども参考にした上で３月の末には保健福祉計画として最終案を取りまとめをしたいというふうに考えております。府の計画の流れは今申し上げましたような流れでございますが、市町村も同じような流れで年度末までに計画を作成すると。またその計画の中から来期の介護保険料の設定のための条例改正を行うということになります。また国のほうでは平行して介護報酬また診療報酬も同時ですけれども改定の審議を進めていくという流れになります。以上が資料２の説明でございます。

髙杉委員長

　ありがとうございました。これは国の指針ということですが、基本理念を主体として書かれたものでございますが。実際の市町村に示す計画というのは次の議題で喋りたいと思いますので。この件に関してご意見があればお伺いをしたいと思います。はい、豊田委員から。

豊田委員

　資料２－１で、地域包括ケアシステムの構築って今から策定されたりするんでしょうけれど。ここは私がちょっとよく見えないのは、このモデルみたいな地域を作ってされるんでしょうか。というのは、看護職も今は病院ばかりではないのでいろんなコラボをしてます。看護協会も看護者の職能団体なんですけれど、今までは病院ばかりが対象でしたけれど。もう施設も訪問看護もいろんなところが入って連携を取るようになりました。だから、できれば地域包括と言われても、具体的に看護職に説明してやらないと見えない部分があったり。それから、むしろ病院の中でも訪問看護を知らない看護職がいっぱいいる現状なので、ちょっとモデルがあるのかどうかっていうことがちょっと分かって教えていただきたいなということと。それから、計画の基本視点が「人権の尊重」ということを書かれているんですけど、何かすごい堅いなっていう印象をすごくするんですけど、これはどうなんでしょうか。住民の人が安心で安全を守るということを視点に置くのか。人権尊重っていったら隔離しているような感じを受けるイメージがちょっとするんですけど。そうじゃないんだということがあればまたちょっと教えてください。モデル的なことをされるのかどうか。

髙杉委員長

　はい、この２点について事務局。

介護支援課課長

　介護支援課課長の小森でございます。まず１点目、地域包括ケアシステムをモデルとするのかというご質問でございますが。先ほども議論がありましたように、地域包括ケアシステムそのものがまだ、われわれ行政のほうもどのように作っていくのかというのが、検討中の段階でございます。その中でモデルというよりは、すべての保険者である市町村がそういうシステムに向けて進んでいくというふうな流れを考えております。地域包括ケアというのは今までもずっと言われてきておりまして、３期・４期、この言葉の中で動いております。それは、システムというふうなことで、いかにそれぞれの介護保険のサービスを上手く繋いでいくのか、それが今問われておるのかなというふうなことで、市町村ともども検討会を作って、今現在やっておるところではございます。２点目でございますが、そういった中で人権というふうなお話がございましたが、人権の尊重につきましては介護を必要とされる方というのは、どうしても弱者の視点が重要になってくると考えておりまして、そういった面からもやはりそうした方に対する人権を十分考えた中で、われわれは施策としてやっていく、また社会として取り組んでいくというふうな気持ちの中で、「人権の尊重」というふうな項目を入れさせていただいております。以上です。

髙杉委員長

　はい、他に何かご意見。はい、ではどうぞ。

村井委員

　３つ目の市町村の計画にもかかわる意見なり質問になるかも分かりませんけれども。医療と介護は連携が不可欠だと思います。指針の策定の、あの国の指針あるいは府の指針の中でも示されているわけですけれども。この高齢者計画では、大切な基本理念、基本視点が引き続きしっかり示されているんですけれども。これが地域医療計画との関係も私ら、大事だと思うんですね。その点、この本高齢者計画とこの地域医療の計画との関係はどうなっているのかなと。つまり、この基本理念なり基本視点というのは。介護と医療の連携が大切なように、そうした医療計画とこの高齢者計画との間でも共有できるような、そういう方向性が関連した質問なんですけれども、しっかりできているのかどうかちょっとお答えがほしいというふうに思っています。なぜそういうことを申し上げるかといいますと、高齢者計画で示されているこういう基本視点が、医療の地域医療の分野でほとんど空文化しているような出来事が、実は起こっております。具体的には私も地元になるんですけれど、茨木市で２つの公立医療機関、具体的には診療所ですけれども、同じ市町村の中の２つの診療所がいっぺんに、一昨年廃止方針を決めて、昨年度から廃止されたということが。府下でも初めての例なんですけれども、医療機関が廃止される、公立の医療機関が２つも廃止されるというのは。しかも私、深刻だなと思っているのは、その廃止も非常に乱暴で深刻な事件なんですけれども、その地域医療で介護・医療を連携して身近な高齢者を中心に医療といいますか、まさにこの地域での安心した暮らしの中で位置づいている。その住民の方々、あるいは、当然、長年かかりつけ医としてそこの診療所に何十年と通っている人に対して何の周知も、具体的な対応も、一切しなかったんですね、地元の自治体は、廃止にあたって。例えば、他の医療機関を紹介するとか、あるいは廃止の何ヶ月か前に、議会に提案するわけですからね。そういう患者の方に対して、不安を覚えますよね。そういうことに対して一切しなかったんですね。そのことを大阪府は知っておったのかどうか、その当時。市町村からきちっと報告を受けてたのかどうか。どういう情報を聞いていたのか。つまり患者の人に何の対応もしないという、ここで言う人権の尊重も利用者本位の施策推進も、あるいは府・市の連携も空文化するような出来事が起こっているという声を住民から聞いているんですけれど、患者の多数から聞いているんですけれど。府は、担当課はどういうふうな情報収集をされていて、どのような対応をされたのか。これは、府の計画と市町村の高齢者計画は非常に関係のある出来事で、しかも基本理念と基本視点を全く否定するかのごときことが起こっているわけですので。この高齢者計画自身私は非常に、従来この視点をしっかり入れてもらっているというふうに認識しているんですけれど。その中には医療と介護の連携というのをすごく強調されたり、府・市連携とか人権の尊重とか利用者本位とか言ってますけど、もうそれを崩壊させるような出来事が起こっていることを、府のほうはどう捉えておるのか。どのような連携をされてこられたのかということですね。１つだけ私、申し上げると、実はこういう委員もやっていますので、直接お尋ねしたんですよ、もう１年前から。こういう出来事が起こっているので。最低限、例えば医療機関が無くなるということは、そこに患者さんが行かれているわけやから、その住民の方なり特に患者さんに、市がどういうふうなお知らせをしたかという証拠が残っているはずですよね。広報に説明した内容が載っているとか、あるいは、まさに診療所に何ヶ月も前から説明する冊子を置いとくとか、あるいはポスターが貼ってあるとか。あるいは患者１人１人に設置者、まさにこの場合は茨木市ですけれども。１人１人の患者さんに、こういう理由でこの医療機関はいついつで無くなりますので、あなたの場合はこういう医療機関でいろいろ相談があって不安があったら相談に応じますのでと丁寧に。例えば、入院患者ってその病院が廃止されるっていうたらどこかに転院の世話をせなあきませんよね。それと同じようなことをやったら、そういう文章が残っているはずだから、その情報を収集していただいて、できたら私に教えていただきたいという要望をしたんですけれど。未だ、もう１年以上この廃止から経っていますけれど、要望してからおそらく１年といわなくても、半年以上経ちますけれど、今日の委員会でこんなことを敢えて言わなあかんほど報告がないんですよ。そんな、私が深刻だなと思うのは、そういう府・市の連携がここで謳っても、そんな人権侵害に近いようなことが起こってても、情報すら収集できない。つまり、患者さんにどのようなお知らせをしたんですか、住民にどのようなお知らせをしたんですかというのを、ビラや冊子や広報やらで何か証拠が残っているはずですから、それを大阪府が手に入れることすらできない。あるいは、しようとしないのか、それはよく分かりませんけれど、そのへんをちょっとやっぱりしっかり聞かしてほしいなと。そうでないと、そんなところでなんぼ立派な文章を載せても、大阪府の担当課自身がその程度の情報収集努力すらしないと。あるいは、相手が出さないか、よく分かりませんけれども。前回の委員会でもちょっと私、中傷的に申し上げたんですけれど、その時からでも今日まで、今申し上げた情報すら把握されていない。されてたら、たぶん知らせていただけると思うんですけれど、非常に深刻だと思っているんですよ。だから、おそらく施設とかサービスというのは介護保険制度があり、いろんな計画だから、それに関してはある程度前半報告があったように、それはそれなりに進むでしょう。でも、一方でそういう医療機関が廃止されているときに、その高齢者計画の高齢者の方が介護と医療で、安心して暮らす、地域の資源を活用してなんていうようなことを、ここにも計画にも書かれてきた理念が、実態把握すら大阪府が、できないんかされないんかよく分かりませんけれども、しない。このずれは、ぜひ今日ちょっとしっかりと示していただきたい。そうでないと、私自身はもう審議する気がなくなってるんですよ。前回でも言ったのに何にもアプローチがないですし。この２時間ほどの会議で決めた基本指定なんて、現場では何もされないことについて、これを大阪府がなんぼ市町村のせいにするとしても、その判断は、その診療所の廃止は。しかし、どういう経過でどんな理由で患者にはどんな対応をしたかという情報すらとらないというのは、理解できません。ちょっとお答えいただきたいと思います。

髙杉委員長

　事務局、良いですか。

介護支援課課長

　介護支援課課長の小森でございますが、まず介護の指定のほうから。ちょっとご質問の趣旨からは外れるかもしれませんが。ご指摘のように、われわれ地域ケアを目指す中で医療と介護の連携は不可欠だと考えております。その中で４期の計画につきましてはご指摘と同じ方向になるんですが、かかりつけ医が選択できますように、やはり情報公開等に努めていくというふうな内容の中で書かせていただきました。われわれとしましては、当然医療部門のほうと連携を取ってこの内容に沿って努力をしていただいておるものと考えております。かかりつけ医さんというのは、やはり介護から見ますと、一番重要な方でございます。かかりつけ医さんと介護を必要な方との信頼関係があって初めて、地域、在宅でのケアはできるものと考えておりますので、介護を預かる者としましては、そこの連携はいろいろご不満の部分はあるかもしれませんが、しっかりと施策として推進していきたいと、このように考えております。以上です。

高齢介護室室長

　介護室長の木原でございます。今、村井委員様が言われました診療所の関係なんですが、本日詳しく説明できる者がおりませんので、後日まとめまして、また担当課と調整いたしましてご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

髙杉委員長

　担当がいないということなんですが。前回の委員会もこういうことに言及されておりましたので、できるだけ早く情報を得て説明をするということでよろしくお願いしたいと。地域医療計画でこの計画との整合性ということに関してはどうでしょうか。

医療監

　医療監のイトウでございます。もちろん計画を作るにあたりましては整合性を取ってということでございますので、一緒に協議しながら作っていくということになるかなと思っております。保健医療計画につきましては５年毎の計画ということになっておりまして、次期の計画は２５年度からということになっておりまして。現在、国において計画の見直しについての検討会が行われております。現計画については、例えば脳卒中など４疾病と、救急医療体制など５事業について記載をすることということになっておりまして。医療計画では一般的な入院が関係する範囲として二次医療圏を中心としてやっておりますし、在宅医療の関係は一次医療圏、市町村でございますけれども、市町村単位での計画ということになろうかと思います。現在、国の検討会の中では精神科の医療の部分と在宅医療についてかなり議論がされておりまして、次期の計画では、これら２つの分野についてもきちっと位置づけて計画を作っていくというお話になるかなと考えております。当然、介護と医療の連携というのは非常に重要な事項でございますので、これからきちっと国の動向を見極めながら検討していかないといけない事項だと考えておりますけれども。現在の圏域が、いわゆる一次医療圏というのは市町村単位ということになっておりますし、介護保険の場合の計画がもう少し狭い分野での生活圏域というようなこともありますので。これらのことについても国も検討会の中で、どういう圏域の中でやっていくのかということが検討されておりますので、そういった動向も見極めながらわれわれ、それぞれ担当部局が議論して良いものを作っていきたいと考えております。

髙杉委員長

　茂松先生。

茂松委員

　ずっと前から言ってますが、医療と介護の縦割り行政の間のことの問題ですよね。茨木の場合は、今村井委員も言われましたように、そういうことはあんまり出てないと思います。うちは辞められた診療所からうちに患者さんが来られてますけれども、何の紹介もなしに来られてますし、自分で選択して来ないといけないということで、おそらくそういう対応はあまりされてなかったんではないかと思うんですが。ただ、今言われましたように４疾病５事業の５事業は、僻地がないので大阪は在宅を診ようということを言いました。今、４疾病が５疾病になって精神科、認知症も入ってくるということもありますから、これは非常に関連の多い問題になってくるので。せめて国が縦割り行政であっても、大阪はそれを本当に考えないといけないということが１つあります。先日も訪問看護ステーション協議会におきまして、そこの縦割り行政をしっかりと連携しようということを、小森課長さんも来ていただいて見ていただいたと思うんですが。医療の方に関しましてはそういうことはしっかりと守っていこうとしてるんですが、何せ行政の方が。例えば、府の指定の施設、市指定の施設ということが分かれて、現場で全然連携できないようなことも起こってきてるわけですね。だから、そういうことをしっかりと大阪府は指導していくということと。今回の介護保険の一部改正というのは、これはどちらかと言えば府から市町村へ全部権限を移していくようなことになってきてるわけですよね。だから、それは、府は関係ないじゃなくて、市町村の連携をしっかり図れるということと、市町間同士の連携も図っていかないかんということも、指導的な立場にあると思うんですよ。今回は小規模・多機能、２４時間の定期巡回、随時対応型もできますけれども、これは事業所によってかなり格差ができる問題が起こってきます。ですから、やはり監査・個別指導とか、そういうことでチェックをしっかり図っていかないと、かなり市町村、また事業所によって格差が出てくるということが完全に不安化されておりますので。その辺に関して大阪府はしっかり指導していただきたいと思いますけれども、そういう方向でも施策を考えていただきたいなと思いますが、よろしくお願いいたします。

髙杉委員長

　村井委員。

村井委員

　質問じゃないんですけど、やってないんだったら、茂松先生、実は私、地元でよく医療機関、私の母親もお世話になったりもしてるんですけれども。たぶん実態は先生ご自身がおわかりかも分かりませんけど、だったら、そういうことすらやってないんだったらやってないと、何で情報把握できないんですか。そういうことをやっていただきたい。早くやっていただきたい。だけど、やはり大阪府もやる気がないんだなということが今日分かりました。今日回答ぐらいしてくれると思ってました。何でといったら、医療監は当時の担当課長ですから、こないだまで。私が質問したときにも担当課長でした。だけど今日、私はこんなん聞いてますということすらないということは、おそらく何も情報取ってないということだったんでしょう、この間、一切。だから、大阪府自身が全然何もやってないし、やる気もないということが分かりました。これ、感想だけで言っときます。以上です。

髙杉委員長

　はい。

津村委員

　話は元に、少し戻って、２４年度からの保健福祉計画についてなんですけれど、先ほど豊田委員からも出ておりましたように、いかに分かりやすく市町村にこれに取り組んでもらうかという形になりますと。このままではちょっと、例えば資料３だけでは難しいかなと思ったりはします。それで、これからの高齢者というのは３分の１が独り暮らし、３分の１は高齢老老世帯、そして家族と一緒というのは非常に少なくなっていってるということを考えますと、スローガンとして、例えば１人でも生きられる、１人でも生きていける、年をとっても最後まで地域で生きられるみたいな、それに近いシミュレーションを、地域の生活圏というのはたぶん中学校区が一番小さい単位で考えていらっしゃるんじゃないかと思いますが。そういうところで１人で高齢者が生きていく上で、１回病気をしたら、そして経済的な問題が起こったらとか、孤立感を深めないためにとかと、いろんな心と体と生活というところで見ていく、そういう何かスローガンで中身を切っていただいたら、縦割りの考え方だけではなくて、いろんなものがつなげるんじゃないかと思いますが、以上です。

髙杉委員長

　第３の議題にだいぶんもう入ってきてるようなので、申し訳ないんですが、議論は指針だけの話で、実態としての市町村での指針ということに逆に入った方が、具体性があって分かりやすいと思いますので。それでは、第３の議題に移らせていただいて、その説明をまず聞かせてもらって議論したいと思います。それじゃ、お願いします。
介護支援課課長補佐

　では、資料３について説明申し上げます。これは平成２４年度からの市町村高齢者保健福祉計画を策定していただくにあたっての府として定める指針、というものの案でございます。まず１つ、１ページをめくっていただけますでしょうか、目次がございます。これは先ほども説明申し上げました、介護保険事業計画と老人福祉計画を一体とするものという形になりますけれども、各項目がどちらに属するかというのが分かる形で、目次というものをつくらせていただきました。なお、国のほうで重点的に記載するべき事項というものにいての○、大阪府としても重点として進めていただきたいというものについての記載をさせていただいております。特に大阪府といたしましては地域包括支援センターの機能強化のところ、２ページ目の真ん中あたりです。認知症高齢者支援策の充実については、府としても特に重点と考えておりまして、ここは市町村さんも計画を立ててくださいねという表記にしております。この中身につきましては現段階で基本的な視点、今後の方向性、府と市町村の関係を明らかにしていきながら市町村さんに取り組んでいただきたい事項、基本的な考え方というものを盛り込んだものでございます。では中身について説明申し上げます。まず４ページでございます。計画策定の視点という部分についてですが、この中でも計画の策定にあたっての考え方というものは四角で囲んでございます。説明は長くなりますので割愛させていただきますが、１点目としては都市型高齢化が進行していく。またたとえ介護度が重くなったとしてもできるだけ住み慣れた地域で安心して暮らしていきたいという高齢者の希望を地域全体で支えていくためのシステムをつくっていく。また個人のそれぞれの状態に合わせた適切なサービスを提供していくことが３つの考え方として示しております。具体的な４つの項目、先ほどから議論になっております人権の尊重という部分ですが、もう少し詳しく書かせていただいておりまして、同和問題、障害者、在日外国人等の人権上のいろんな問題といったものを踏まえた上ですべての高齢者の方の人権を重視する。それぞれの個性に応じて必要な時に必要なところで情報、サービスが利用できるような配慮をしていく必要があるという考え方でございます。２つ目の利用者本意の施策推進は介護保険をはじめとする高齢者の保健福祉サービスについてサービスを選択する機会を十分提供する。地域のニーズに立った上で基盤整備、人材の育成、府と市町村が連携しながらきめ細かな施策を推進していくことでございます。次は５ページでございます。地域包括ケアの推進ということでございますが、今回の介護保険法改正のポイントとなっておりまして、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためのサービス提供体制を進めていく。またこの取り組みについてはこれまでの４期の取り組みを踏まえましてこれから高齢化がピークを迎える上にあたって段階的に強化をしていく過渡期としての第５期ということでございます。特に重点といたしまして真ん中より下のところに書いてございますけれども、①認知症対策、②医療との連携、③住まいに関する連携、④生活支援サービス、地域包括支援センターの機能強化といったものについては優先的に取り組むべき事項として位置づけていただきたいと考えております。（４）でございます。市町村による主体的な施策展開と府との連携強化。市町村による創意工夫に満ちた取り組みといったものを重視し、府としては市町村と対等な立場で支援に協力しながら地域の実情に応じた施策に進んでいくということでございます。次に大きな２番としまして、策定にあたっての留意事項でございます。第５期の介護保険事業計画の位置づけは先ほど来の説明のとおりでございまして、国のほうは計画の中に義務的に位置づけるものと任意的に位置づけるものと２つに分けて今回はお示しがあったわけでございますけれども、これまで取り組んできたものはどれも重要なものだと考えられますので、その内容を分かりやすく住民に説明するということと、第５期においても引き続き市町村の実情に応じて進めていく形で計画をつくってくださいということでございます。６ページになりますが、現行計画の点検評価ということでございます。これは先ほど来委員の皆様からのご意見がございましたように、これまでやってきたことについてきちんと振り返る。必要な人に必要なサービスが提供されているかどうか、ニーズが満たされているかどうかといったものの効果を検証して次の計画をつくっていくということでございます。（３）が住民ニーズの正確な把握と多様な意見の反映ということで、国のほうで推奨しています日常生活圏域のニーズ調査といったものを踏まえましてまた様々な機会を通じて事業者の皆さん、利用者の皆さん、当事者の皆さんからのニーズを把握した上で計画をつくっていくということでございます。４番としましてはほかの計画との関係として様々な行政計画がございますけれども、調和の取れた形で計画をつくりますということでございます。６ページの真ん中から下、ローマ数字のⅡのところですが、ここから先が具体的な施策の展開、取り組みということでございます。１つ目といたしまして在宅医療の推進。まず１点目に地域包括支援センターの調整のもとでかかりつけ医や介護サービス事業者などいろんな職種の連携による支援、ケアマネージャーさんの資質の向上に取り組むということでございます。２点目として地域の医療情報の収集と情報発信といったものに取り組んでいく。また訪問看護サービスの周知といったものを図っていくということでございます。次は７ページでございます。介護サービスの充実強化でございます。まず１点目、５期から創設される新たなサービス、地域密着型サービスといったものの整備に計画的に取り組むということでございます。２点目として介護保険制度の適正、円滑な運営を図るために大阪府介護給付適正化計画は２３年８月を目途としまして第２期の計画を策定作業を進めているわけですけれども、給付の適正化に向けた取り組みを進めていくということでございます。なお介護保険の運営状況を定期的に評価分析する、住民に対して情報開示する。地域密着型サービス、新たに市町村に指定権限が委譲されるサービス、こうした各種サービスについて事業者に対する適切な指導監督を行うことも盛り込ませていただいております。次は８ページでございます。利用者の特性に応じ様々なサービスやサポートを組み合わせたケアマネジメントを行うためにケアマネージャーの資質を向上するための地域包括支援センターの機能強化といったものが重要という点について示しております。３つ目が介護予防と健康づくりの推進でございます。１点目が介護予防事業を効果的に実資いたしますために気軽に多くの方が参加でき、事業が終了した後も介護予防を続けることができるような仕組みづくりについて具体的な事業例を上げさせていただきまして取り組みを促進していこうとしております。次に新たに設けられた予防給付と生活支援サービスの総合事業につきまして地域の実情に応じて実施していくこと、既存の地域支援事業についても見直しを行いながら効果的な実施方法を検討していくこと、健康づくり生活習慣病予防の取り組みを進めていくことといったことを盛り込んでおります。４といたしまして多様な生活支援サービスの確保、権利養護などの推進でございます。１点目は様々な課題を抱える高齢者を早期に発見する。適切なサービスにつなげていくための地域における重層的なセーフティネットを構築していくということでございます。次は９ページでございます。２点目に介護保険などではまかないきれないインフォーマルサービスの適切な提供と。まず見守りにつきましては地域包括支援センターが中心となって利用時間と福祉団体等様々な主体が参画したネットワークをつくっている。見守りのツールとして携帯電話などのＩＴ技術を活用する効果的な方法を考えていこうというものでございます。こうした見守り専門職との連携協力による高齢者の孤立防止の取り組み、災害に備えました災害地要支援者支援プランの策定、見守りによって得られた情報を適切な社会的な支援につなぐ取り組みといったものを進めていくことを盛り込んでおります。次に配食や買い物支援などの提供にあたりましては市町村独自の補助事業の見直し、住民がサービスの担い手として参加できるボランティア活動の仕組みの構築といったものを上げております。次は１０ページでございます。３点目としまして在宅生活を支える担い手を確保するために地域住民をはじめとする多様な人材が地域の支え合い活動に参加できる取り組みを進めていく。団塊の世代などが地域活動に参加するための受け皿づくり、老人クラブを地域の担い手として活用していく社会起業家の育成を図っていく。またこうした社会貢献活動にもつながる・・づくりへの支援を行っていくといったことがございます。３点目が権利養護の推進ということでございまして、成年後見制度、日常生活支援事業の周知、利用促進、市民後見人を確保するための体制の整備や活動の推進といったものを上げさせていただいております。１１ページでございます。高齢者虐待防止のための従来の取り組みをさらに進めていく。また施設における身体拘束ゼロに向けた取り組みといったものも進めていってくださいということでございます。５としまして高齢期になっても安心して住み続けることのできる高齢者の住まいづくりでございますが、シルバーハウジングの整備、バリアフリーの促進といったことを上げております。１２ページでございます。２つ目に高齢者住まい法に基づく住宅など多様な住宅の増加が見込まれる中で上質なサービスを提供する住宅の普及を図るために住宅に関する情報提供、介護保険サービスが提供される場合の適正化への取り組みといったことを上げさせていただいております。続きまして６番目でございます。地域包括ケアをコーディネートする地域包括支援センターの機能強化でございます。これは地域包括ケアを構築していくため中核的な機関になると言われております地域包括支援センターの機能強化が重要な課題である。府として特に以下の取り組みを計画に位置づけるように求めているということでございます。１つ目が保険者との連携強化といたしましていくつかのセンターが設置されている場合にはその中に基幹型の中心となるセンターを設置する。地域包括支援センターが質の高い業務を行っていただくために市町村と連携しながら活動年度計画といったものを策定してくださいということです。２点目が介護予防支援事業の改正を踏まえまして事業の見直し、人員の増員、確保といったことについての検討を進めていただきたいということでございます。３点目が既存の地域ネットワークの有機的な連携を進めること、ネットワークを活用したケアマネジメント力の向上、知名度がまだ低い状況にあります地域包括支援センターを積極的にＰＲするといった取り組みを載せさせていただいております。次は１３ページでございます。４点目に認知症高齢者の急激な増加などによる高齢者虐待、消費者被害への対応。課題の多様化、複雑化に対応するためにはセンターの職員のスキルアップが必要といった点を上げさせていただいております。第７としまして認知症高齢者の支援策の充実ということを上げております。この項目は国の重点記載事項としても取り上げられておりますけれども、府においても要介護の多くの方が認知症を有しておられる。今後ますます認知症の高齢者が増加してくるというところから認知症への支援を第５期における重要な課題と認識しております。具体的には認知症に対する正しい理解を広めるために認知症サポーターを人口比３％要請していく。行政、専門職、企業、地域住民などの多くの社会資源が参加した見守りネットワークの整備強化といったものを図っていく、認知症地域支援専門員を配置するなど医療と介護の連携強化や家族の支援体制の構築などに積極的に取り組んでくださいということでございます。８番目が個々の高齢者等の状態に配慮した施策の推進ということでございまして、１点目としまして認知症障害等によりましてコミュニケーションに支援を有する方々がいらっしゃいます。こうした方々へのきめ細やかな配慮、制度処置が必要ということでございます。次は１４ページでございます。２点目としまして身近な地域における高齢者の相談支援体制づくり、利用者等からの苦情の処理にあたって国保連合会さんとの連携。３点目といたしまして公平公正で適切な要介護認定のために認定調査事務の委託を行う場合には市町村の職員による点検を実施する。調査対象の方への状態を把握できるように同席する方を配置する取り組み。介護認定審査会の委員、認定調査員といった方への研修を充実実施するということがございます。４点目としまして社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業についてすべての社会福祉法人での制度実施を目指して働きかけを続けていくことを上げさせていただいております。最後に今般の東日本大震災の発生を受けまして９番目の項目といたしまして災害時における高齢者支援体制の確立という項目を１つ起こさせていただいております。続きまして１５ページでございます。ローマ数字のⅢ第５期介護保険事業計画におけるサービス量の見込みについて記載しております。１番目が地域包括ケアの実現ということで、そのためにサービス量を見込むにあたってニーズ把握した上で介護基盤の整備状況なども踏まえながら過不足のない必要量を見込んでください。２つ目に高齢者人口及び要支援、要介護認定者数につきましてはサービスの必要量の算出の基礎となるデータでございますので現時点の実態。住民基本大町人口と乖離が生じていないかといった観点からのチェックも行ってくださいということでございます。また今後の要支援、要介護認定者数についても現状の認定者数とこれまでの・・の動向などを踏まえて推計をしてくださいということでございます。３点目の日常生活圏域の設定の考え方につきましては地域包括ケアシステムの構築を念頭に置きまして中学校区単位など地域の実情に応じた設定をしてくださいということでございます。４つ目が第５期介護保険事業、介護サービス量の見込み及び施設整備にあたっての留意事項でございますけれども、これはのちほど説明させていただきます。ローマ数字のⅣサービス見込み量等の記載方法等、５使用額、保険料額の算出手続き等の表記の２つにつきましては事務的な内容でございますので説明は省略させていただきます。１６ページでございます。その他ということでございますが、２３年度中に計画は策定いただく。策定後も毎年の点検評価を行い、その結果については公表するということを載せております。１７ページをご覧ください。別紙となっております。第５期介護保険事業、介護サービス量の見込み及び施設整備にあたっての留意に関する事項というところをご説明申し上げます。まずサービス量の見込み方につきましては国から参酌標準が示されております。掻い摘んで申し上げますと、あとしまして平成２６年度における介護保険３施設等の入所施設利用者全体に対する要介護４、５の方の割合を７０％以上とする。いとしまして平成２６年度における介護保険施設の個室ユニット型の割合を５０％以上、特別養護老人ホームは７０％以上を目指すというものでございます。これにつきまして府の考え方といたしましてはあにつきましては今後とも要介護認定者数の増加、要介護度の重度化が予測されますことから、国の示す目標値の達成を目指したいということを考えております。いのユニット化につきましては現状を踏まえますと国の目指す数値まで届くことは難しいと考えておりますが、居住環境のさらなる向上を図る必要があるというところから今後もユニット型の施設整備に取り組んでいただきたいと考えております。次に施設居住系サービスの必要量でございます。この項目につきましては参酌標準というもののうち３７％の参酌がございました。これは要介護２以上の方のうちで施設等に入所している方の割合を平成２６年度において３７％以下とするというものが国のほうから示されていたわけですけれども、昨年の１０月国はこれを廃止しております。この廃止後どうなったかということでございますけれども、大阪府におきましては在宅サービスと施設サービスのバランスの取れた整備を進めるという方針自体が変更になったわけではありませんので引き続き次の項目を踏まえまして地域の実情に応じて市町村において適正な必要量を見込まれたいとしております。あといたしましてバランスの取れた必要量の見込み、施設入所の必要性が高い人が円滑に施設サービスが利用できるように在宅サービスと施設サービスのバランスを踏まえて必要量を見込んでください。いとしまして療養病床から介護老人保健施設等への転換分の取り扱いにつきましては療養病床の廃止の期限が２９年度末に延長されたことを伴いまして第４次計画の取り扱いを継続するといたしております。なお２４年度以降療養病床の新設は認められないことになっております。うとしまして特定施設入居者生活介護についてでございます。これは特定施設入居者生活介護の指定を受けました有料老人ホームやケアハウスは高齢者の多様なニーズに応える住まいの一類型である。実際に医療との連携体制を密にした重度の介護者にも対応した施設、見取りまで対応できる施設といったものもございます。事業者の選択肢を広げて介護ニーズに対応することができるというところから特定施設入居者生活介護の適正な必要量を見込んでくださいとしております。１９ページでございます。居宅介護サービス、地域密着型サービスの必要量についてですが、先ほど説明いたしました施設居住系サービス以外の在宅系のサービスなどにつきましてはこれまでの様々な調査、これまでの給付分析、サービスつき高齢者向け住宅の増加といったことも見込んだ上で住宅部局などと密接に連携して住宅の供給数、増加に伴って発生してくる介護サービス量などを適切に見込んでくださいということになっております。次に地域支援事業の事業量と費用の額の見込みでございますが、事業費は制令で定められた上限額の範囲内ということになっています。対象数や事業への参加促進の摸索等を示すこととしております。今後の施設整備についての大阪府の考え方を述べております。市町村が施設等の特性を考え、供給実績、ニーズ把握、今後の必要度を総合的に勘案し、必要量を見込むこととしております。第１に地域における介護基盤整備では市町村の面的整備計画を踏まえた介護施設、介護拠点の整備を基本とする。第２に重度者への施設サービスの提供につきましては国の参酌標準にもあるとおり重篤者に重点を置いて整備することをお示ししております。第３に安心して暮らし続けるための改築の推進。ここでは特に旧耐震基準となる昭和５６年以前に建設された施設について優先して改築を進めることを示しております。第４に施設の生活環境改善への取り組み。できる限り在宅に近い居住環境の中で生活できるよう個室ユニットを基本とすることにしております。第５にその他の施設の整備ということで養護老人ホーム、軽費老人ホームについては老朽化した施設の改築、建て替えを優先して行い、新設や増設については市町村、地域の実情を勘案しながら整備する。その際特定施設入居者生活介護事業を行う場合には介護保険事業における必要量との整合性を図る必要があるということでございます。長くなりましたが以上で説明を終わらせていただきます。
髙杉委員長

　ありがとうございました。これが府の案として市町村で示す保険計画の指針ということですが、これに盛り込んでほしいというようなこと。これについて付言したいというようなご意見があれば。どうぞ。

濱田委員

　先ほどの１２ページのところですが、地域包括支援センターの連携強化というところの黒ボツの１つ目ですが、基幹型のセンターの設置につきましてですが。複数のセンターを持たれるところは重要な役割になるかと思っておりますので、役割と書いてありますが、具体的に連絡調整、総合支援関係機関とネットワークを担うというところをもう少し具体的に細かく示したほうが良いと思っております。特に３職種、保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員、これらの有資格の方の配置はもちろんとしまして。どういう役割があるかを示しませんと、おそらく保険者等で設置される例も想定されるわけですけれども、そのあたりを少しお願いしたいと思っております。２点目が２０ページの介護基盤の整備のところで、地域密着型サービスについてですが。先ほども資料１－３の２ページ等でご報告いただいておりますが、谷口委員からも小規模多機能の施設のことをお話いただきましたけれども。２３年３月現在で５０％未満のものも少なくないということで、あと１年あるわけですので。２４年３月にこれが８割、１００％になることは考えにくいところがありますので、少し推進の方策を市町村のほうにお示しいただいたほうが良いかと思っております。前回の時は１８年改定から２年後でしたので、なかなか新しいサービスということで整備が進んでいないこともあったと思いますが、今回は１８年改正から５年経っておりますので。実はこれ、府下平均で５割弱ということで出ているんですが。後ろの市町村別のものを見ますと、同じ市域でも１０％未満のものもあれば１００％に到達している市町村もあるようですので。地価とか用地確保の問題もあると思うんですが、ノウハウがあると思いますので、そのあたり整理を。おそらくこのまま行きますと、次の３年後の計画の時はもっと差が開いていることも想定されますので、ぜひお願いしたいと思います。といいますのはこういうサービスが出てきませんとケアマネジメントの際にミスマッチが起こりまして、本当は小規模多機能でできるのに、サービス付高齢者住宅や介護保健施設を申し込んで待機されるということも起こる場合もありますので、ぜひとも推進のご指導をお願いしたいと思います。以上要望意見でございます。

髙杉委員長

　他に。

道明委員

　私のほうから災害地の方の部分なんですけれども、こちらのほうに薬剤師会といたしましては、今回の災害時の時にお薬手帳というものが役に立ちました。患者さんは自分のお薬が何を飲んでいるか分からない場合も多うございますので、そういう場合にお薬手帳をお持ちになっていると災害時に役に立ったということで。今回も震災の時にスムーズにお薬をお渡しするようになったところもございますので、具体に、災害時における支援体制の中に、薬剤師会といたしましてもお薬手帳を持っていただくことを言っておりますが、そういうところ。また、大阪府のほうで今携帯電話のほうに情報を入れるところも出ているかと思いますけれども。そういうところを具体的にまた入れていただけたらと思います。また、在宅医療の推進の中に今、高齢者の方は多科受診といいますか、多くのところにかかっておられるということで。お薬を重複して飲まれているとか、誤服用、誤って飲まれることも多うございますので。そういう場合かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師を活用するというところを少し具体に入れていただけたらと思います。また、苦情相談の中におきましても、薬局は大阪府下３，０００ほどあります。ですから、身近な苦情の相談の窓口ということで、薬局のほう、街かど相談薬局というものも展開しておりますので、そういうところも活用していただけたらと思っております。以上です。

髙杉委員長

　他に。どうぞ、東野さん。

東野委員

　時間がありませんので、簡潔に２点。次期の計画は、地域生活圏域毎に地域ニーズであったり課題を把握しながら、まさに地域包括ケアシステム・・ではなくて、それが表現された介護保険事業計画を仕上げていくということですね。だとすると、時間的に非常にタイトで厳しいという気がするんです、それでもしなければならないですが。スケジュールを見てみたら、２２年度から市町村で生活圏域での実態把握、２２年度からとなっていますので。今の視点での進捗状況を分かったら教えてほしいということと。もう１つは、今日は良いんですが、先ほどの説明の中で、地域包括ケアシステムがよく分からない。それについて市町村と研究・検討の・・を持っている。それで準備をしていくという説明がありました。それに僕は非常に期待をしているわけですが。ぜひとも、研究・検討の中身を府の計画調査の計画に反映させてほしいということと同時に、1回時間をつくってこの委員会でその報告をしていただいて、地域ケアシステムとは何なのかということを議論する時間をつくっていただきたい。これは要望しておきたいと思います。

髙杉委員長

　すでに２２年からやっておられる実態について、分かれば。しかし、今日この場でおっしゃるにはどうなのかな。できますか。次回かそれぞれの委員にそういう実態がもしあれば、しますか。少しだけ分かれば。

介護支援課課長

　まず基幹型のお話がありました。われわれもそういう形ではと思っておりますが、まだ市町村ではまだこれからのところがございますので。まず、今回の指針ではしっかり基幹型を位置づけるようにということを示していく中で記述をどうするかもう少し検討いたしますが、われわれといたしましては指導する過程の中で市町村の計画に、先ほどご指摘がございました３職種の役割等、ここらあたりを踏まえた形で書くように指導していければと考えております。それから、災害に関するお薬手帳等の話なんかは、われわれといたしましても、同じように医療キットを市町村の中で一生懸命配布しているところでございまして。この医療キットの中にお薬の話が十分書き込まれております。視点は同じかなとは思っておりますが、ご意見を踏まえる中で府の計画等々、市の計画の中で書き込むようにしていきたいと考えております。地域包括ケアシステムを今現在、検討中でございまして、国の言うことを勉強して、われわれなりに参酌しております。当然の話でございますが、２６年を目指す限りにおいて、何らかのイメージ、方向性を持たざるを得ないと考えております。われわれとしても、市町村を交えながら検討中でございますが、まとめた段階の中で、ご指摘ございましたように、何らかの形でこの場において報告してまいりたいと考えております。以上でございます。

髙杉委員長

　では、よろしくお願いいたします。黒田委員。

黒田委員

　国の重点記載事項を盛り込んでおられるわけですけれども、そこを見ていて気づいたことです。９ページに多様な生活支援サービスの確保というものがございます。ここでは３行目に「見守り・声かけ訪問」「相談」「つなぎ」「配食や買い物支援等」のインフォーマル・サービスをという表現になっています。これらはインフォーマル・サービスを充実させて対応していくことが可能な部分もあるけれども、介護保険の給付外サービスという位置づけでやっていかなければ対応できないものも含まれてくると思います。下にＣＳＷのことが書かれているけれども、これは決してインフォーマル・サービスではないわけでして。国のほうはここのところを介護保険外サービスという書き方をしているから、インフォーマル・サービスと併せて介護保険外サービスという言葉も入れておいたほうが良いと思います。それが第１点です。それから、住まいの高齢者の居住にかかる連携という項目があって、それに対しては１１ページ、１２ページというわけですが。ここでシルバーハウジングの整備とサービス付高齢者向け住宅について介護保険と連携させるということが書かれているわけですけれども。具体的に、これらの整備目標があるのかどうかということを質問でお聞きしたいと思います。後のほうにサービス付高齢者向け住宅の、一部は特定施設に指定されて。特定施設入所者生活介護の中に組み込まれていくと理解したわけですけれども、どれぐらいが特定施設になって、特定施設の指定を受けないサービス付高齢者向け住宅はどれぐらいあるのかということも、今後は検討課題になってくると思いました。それが２点目です。３点目は「看取り」という言葉がどこかにありました。１９ページの上から６行目に「見取り」という字があるけれども、「みとり」という漢字は看護の「看」を書くことが多くなってきているから、そちらのほうが良いのではと思います。初めの２点に関してはお聞きしたいです。

介護支援課課長

　まず、最初にございましたインフォーマル・サービスの中での保険外サービスという言葉はまさにそのとおりで、われわれインフォーマル・サービスで括っておりますけれども、ご指摘ございましたように保険外サービスを多々入れております。先ほどの地域包括ケアというものはインフォーマル・サービスと保険外サービスをいかにどう組み合わせるかという視点も非常に重要でございますので、先生のご指示に従った形の中で文面を調整していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。それから、シルバーハウジング等々の話ですけれども、府下全体の戸数等にはなかなか難しいかと思っておりますけれども。高齢者の住まいにつきましては高齢者住まい確保法がございますので、その計画の中でどこまで議論できるか分かりませんが、高齢者の住まいについてしっかりと議論をして、内容について反映すべきところはわれわれの計画のほうにも反映させていきたいと考えております。

黒田委員

　了解しました。先ほど、ちょっと私は地域支援事業についても何らかの形で現状を把握して実態を評価するようなことができないかということを言いましたけれども。地域包括ケアということになってくると介護保険の給付サービスだけではないわけです。ですから、例えば厚生労働省が出している基本指針の４点に関しても、これらの取り組みの達成状況をモニターできるようなベンチマークとか、何らかの実績を把握できる指標というものを開発していただければと思います。そういうデータを市町村から集めてこないことには、地域包括ケアの評価ができないのではと思うわけです。これからの研究面も含めた課題だと思っておりますけれども、検討していただきたいと思います。

髙杉委員長

　白澤委員。

白澤委員

　重複して申し訳ないですが、重要なことだと思うのでもう一段確認をお願いしたいのですが。１２ページに基幹型のセンターをということですが、私は基幹型向の、きちんと位置づけをしていただきたい。というのは、昔は在宅介護支援センターの時代に基幹型と地域型をつくってずいぶん大混乱をし、停滞していったという経過がございます。それは既存の地域包括支援センターをきちんと、その機能を維持しながらサポートしていく体制という文面で整理していただかないと、全体として機能が落ちるのではないかと。そこだけ、大変危惧しますので、既存の地域包括支援センターの３職種をきちんと支える仕組みということを明記していただくとありがたいと思います。あるいはそういうことを書いていただければ、基幹型の意味が見えてくると思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

髙杉委員長

　ずいぶんと時間が押してしまったので、じゃ川合先生。

川合委員

　今、黒田先生がおっしゃったシルバーハウジングです。私の思い上がりかも分かりませんけれども、大阪府でシルバーハウジングをやっているのは私１人と違いますか？大東市で。府営住宅を改造して大東市に委託をされて、それを私が今、運営しています。手放そうかと思っています。なぜか。緊急通報システムの収入しかないんです。これをいくら綺麗事でこういうことを書かれても、本当に皆、お手上げなんです。それを発言したかったです。綺麗事だけで、さっきの人みたいに怒りはありませんけれども、綺麗事だけで表面は困りますということです。他に経営が上手くいっているところがあるなら、教えてください、そこに私、勉強に行きます。大東市に委託されているところしかないはずです。他には横浜市しかないはずです。それともう１つ、これ、分かりにくいです、皆さんおっしゃっていますけれども。何か厚生省の資料でもポンチ絵がありますから、ポンチ絵で何かつくってくれませんか、パッと見て分かるような。２０ページは説明が長すぎます。２～３枚のポンチ絵で分かるようなことにしてほしいです。希望です。

髙杉委員長

　ぜひともとおっしゃる以外、ずいぶんと時間をオーバーしておりますが。
津村委員

　一番最初に、住民ニーズの正確な把握と多様な意見の反映と言っていますが、これを多くは住民さんの意見は聞くけれども、地域の中にある施設等、機関等、そういうところの関係者の意見は、かなり問題点を含んで正確にお持ちなので。ぜひ、それぞれの市町村の中で生活圏域をどのように決めるか分かりませんけれど。そこに関係する施設・機関等の職員さん等の実態等の意見を把握しておつくりにならないと、また上っ面だけでいくのではという心配を持っております。以上です。

髙杉委員長

　いろいろ委員の方から心配事を含めて、市町村に計画をつくるにあたってのいろんなご指摘がありました。そういう分を踏まえて、よろしくお願いしたいと思います。では、この部分は申し訳ないですが、時間を押しましたがお許しをいただきたいと思います。では、「その他」の事項で今後の時間日程、進め方について、事務局から言っていただけますか。

介護支援課総括補佐

　では、事務局のほうから今後のスケジュール等につきまして、簡単にご説明させていただきます。先ほどもございましたように、今年度は次期計画の策定年ということでございまして、本日を含めまして４回委員会を開催させていただきたいと思います。先ほど、資料２－４のところで説明させていただいたとおりでございます。本日は第３５回ということで、開催させていただきました。次回は第３６回ということで、１０月の予定をさせていただいております。ここでは計画の骨子案につきましてご審議をいただきまして、次の第３７回では１２月上旬頃に開催を考えておりますが、ここで計画の素案ということでご審議願いたいと考えております。年明けからパブリックコメントを行いまして、来年３月に第３８回の計画推進委員会を開催させていただきたいと考えております。ここで計画の策定及び公示についてということで、考えております。委員の皆様方には大変ご多忙のところ恐れ入りますが、このスケジュールでご協力をお願いしたいと考えております。また、１０月下旬に３６回、１２月上旬に３７回ということで間が非常に短くなっておりますので。皆様方の日程のご確認をさせていただく際には次回の３６回の開催時期にあわせまして、３７回につきましても調整をさせていただきたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。

髙杉委員長

　大変時間を超過いたしまして申し訳ございません。

介護支援課課長補佐

　最後に事務局から。今、資料３についてたくさんのご意見をいただいておりますので。そこの部分につきましては修正したものを各委員さん宛にまたお送りさせていただきまして、ご確認をお願いしたいと思っております。日程の中で説明申し上げましたように、８月１１日に市町村を集める予定にしておりまして、事務局の都合で勝手に決めて申し訳ございませんが、今日いただいたご意見を反映した形で、修正した上で市町村に流したいと思いますので、それにつきましては修正版をご確認いただきましてご意見いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。作業は事務局のほうでできるだけ早くするということで進めたいと思いますが。基本的にはそれで良いと私も思いますが、ただ、タイトな時間の中でいろんな貴重な意見を吸収しながら良いものをつくっていきたいということもあるので。８月の終わりに市町村に説明はするけれども、また委員の意見、少しは修正のより良い意見という恰好で出るものがあれば、修正も少し柔軟には行ってもらいたいということをお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、今日はこれで終わらせていただきます。長時間、ありがとうございました。

介護支援課総括補佐

　それでは、これをもちまして第３５回大阪府高齢者保健福祉計画推進委員会を終了させていただきます。本日は長時間にわたりましてありがとうございました。
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